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青森県選挙管理委員会事務局

田子町議会議員一般選挙における当選の効力に関する

審査の申立てに係る裁決について

令和５年４月23日執行の田子町議会議員一般選挙（以下「本件選挙」という。）におけ

る当選人北田騰氏（以下「当選人」という。）の当選の効力に関する審査の申立てについ

て、当委員会は、本日付けで棄却する裁決を行いましたので、下記のとおりお知らせしま

す。

記

１ 審査の申立ての要旨

本件選挙における当選人の当選の効力に関する異議の申出について、田子町選挙管理

委員会（以下「町委員会」という。）が令和５年６月２日付けで行った上記異議の申出

を棄却する旨の決定（以下「原決定」という。）を不服として、当委員会に対し、原決

定の取消しを求めるとともに、当選人の当選を無効とする裁決を求めて審査を申し立て

たもの。

２ 審査の申立ての理由（概要）

町委員会の決定は、当選人の生活実態等について十分な調査がなされないまま行われ

たものであり、当選人は田子町における本件選挙前引き続き３か月、すなわち、令和５

年１月23日から同年４月23日までの期間において、居住の実態があるとは認められない。

３ 主文

本件審査の申立てを棄却する。

４ 裁決の理由（概要）

下記の理由により、当選人は、令和５年４月23日の時点で引き続き３か月以上、当選

人の田子町の住宅を生活の本拠としており、田子町内に住所を有していたと認められる

ので、本件選挙の被選挙権を有している。



（主な理由）

・ 当選人の田子町における地域活動等の状況から、田子町が当選人の社会活動の中心

であり、田子町において相当の実体のある社会生活を営んでいる。

・ 当選人の田子町の住宅における電気・水道・ガス・灯油の使用状況が生活実態とし

て整合的である。
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